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笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 

 

 

調 整 方 針 （案） 

公共的団体等については，新市の速やかな一体性を確保するため，各団体の実情を尊重しながら，

次のとおり統合又は再編の調整に努める。 

（１）共通の目的を持った団体は，合併時に統合できるよう調整に努める。なお，統合に時間を要

する団体は，将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。 

（２）国，県等の指導等に基づき設置された団体については，関係機関の助言・指導等をもとに，

そのあり方について協議していくものとする。 

（３）独自の目的を持った団体は，原則として現行のとおりとする。 

 

 

   平成１７年３月１２日確認 

 

 

 

 

 



協議第２３号関連資料 

参  考（ 現 況 等 ） 

分類 笠 間 市 友 部 町 岩 間 町 

総務・ 

企画 

かさまエコープラザ 

笠間市統計協会 

笠間市国際交流協会 

財団法人 笠間市開発公社 

笠間市自衛隊父兄会 

笠間市区長会 

笠間市防犯連絡員協議会 

笠間地区防犯協会 

茨城県部落解放運動連合会笠間支部 

部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部 

笠間市消防団 

自主防災組織（１１防災会） 

大好きともべネットワーカー連絡協議会 

ともべ「女性の会」 

クールシュウﾞェール国際音楽アカデミーin ともべ実行委員会 

友部学推進本部 

友部町自衛隊父兄会 

友部町区長会 

友部町防犯連絡員協議会 

友部町消防後援会連絡協議会 

友部町消防団 

 

町統計調査員協議会 

大好きいばらきネットワーカーいわま連絡協議会 

岩間町自衛隊父兄会 

岩間町防犯連絡員協議会 

笠間地区交通安全協会岩間支部 

岩間町消防団 

 

住民・ 

環境 

笠間市納税組合連合会 

笠間市青色申告会 

（社）水戸法人会笠間地区会 

笠間たばこ小売組合 

笠間市レジ袋削減運動推進委員会 

さわやか委員会 

笠間市水質浄化対策協議会 

笠間市有害鳥獣捕獲隊 

笠間市交通安全母の会 

笠間地区交通安全協会笠間支部 

福田地区公共処分場対策協議会 

友部町納税貯蓄組合連合会 

友部町青色申告会 

友部町法人会 

友部町たばこ小売組合 

ともべ環境を考える会 

友部町ごみを考える会 

友部町有害鳥獣駆除隊 

友部町消費生活学級 

友部町交通安全母の会 

自転車商組合友部岩間支部 

笠間地区交通安全協会友部支部 

岩間町青色申告会 

(社)水戸法人会岩間地区会 

岩間町たばこ小売組合 

岩間町環境美化推進協議会 

岩間町水質浄化対策協議会 

岩間町交通安全母の会 

 



参  考（ 現 況 等 ） 

分類 笠 間 市 友 部 町 岩 間 町 

エコフロンティアかさま監視委員会 

かさまをよくする市民会議 

保健・ 

福祉 

笠間市社会福祉協議会 

社団法人 笠間市シルバー人材センター 

笠間市遺族会 

傷痍軍人会笠間支部 

傷痍軍人会妻の会 

笠間市更生保護協会 

笠間市更生保護女性会 

笠間地区保護司会笠間支部 

笠間市人権擁護委員会協議会 

笠間ボランティア連絡協議会 

笠間市身体障害者福祉協議会 

笠間市手をつなぐ親の会 

笠間市高齢者クラブ連合会 

笠間市母子寡婦福祉会 

笠間献血連合会 

笠間市食生活改善推進員協議会 

笠間市健康づくり推進協議会 

笠間市ゲートボール連合会 

笠間市敬老会実行委員会 

笠間市民生委員児童委員協議会 

笠間地区ＢＢＳ会 

日本赤十字笠間市奉仕団 

友部町社会福祉協議会 

友部町シルバー人材センター 

友部町遺族連合会 

友部町保護司会 

友部町更正保護女性会 

友部町人権擁護委員会 

友部町ボランティアセンター 

友部町身体障害者福祉協会 

友部町知的障害者父母の会 

友部町高齢者クラブ連合会 

友部町保育協議会 

友部献血連合会 

友部町食生活改善推進協議会 

友部町訪問歯科保健事業推進協議会 

友部町健康推進員協議会 

友部町健康づくり推進協議会 

友部町民生委員児童委員協議会 

岩間町社会福祉協議会 

岩間町シルバー人材センター 

遺族会 

岩間町傷痍軍人会 

岩間町保護司連絡協議会 

岩間町更生保護婦人会 

岩間町身体障害者福祉協会 

岩間町心身障害児者父母の会 

国民年金受給者友の会 

岩間町老人クラブ連合会 

岩間町手話の会 

岩間町母子寡婦福祉協会 

岩間町食生活改善推進協議会 

岩間町食品協会 

岩間町健康づくり推進協議会 

岩間町民生委員協議会 

国民年金受給者友の会 

岩間町食生活改善推進協議会 



参  考（ 現 況 等 ） 

分類 笠 間 市 友 部 町 岩 間 町 

笠間市寝たきり老人等訪問歯科保健事業推

進協議会 

公共処分場対策協議会 

産 業 経

済・ 

農 業 委

員会 

笠間市土地改良事業運営協議会 

笠間土地改良区 

大池田土地改良区 

福原上稲田土地改良区 

箱田西部土地改良区  

箱田東部土地改良区 

本戸土地改良区 

南指原土地改良区 

箱田中央土地改良区  

霞ヶ浦用水建設推進協議会笠間支部 

笠間・西茨城森林組合 

笠間市観光協会 

市内観光周遊バス運行協議会 

笠間市商工会 

笠間商業開発（株） 

笠間工芸の丘（株） 

中心市街地推進委員会 

笠間芸術の森公園地区施設運営協議会 

笠間市農業用廃プラスチック適正処理協議会 

笠間農業改良普及事業推進協議会 

茨城中央農業協同組合（６部会含む） 

友部町土地改良区連絡協議会 

友部町緑の少年団 

随分附土地改良区 

友部中央土地改良区 

友部町土地改良区 

北川根土地改良区 

宍戸町土地改良区 

南小泉土地改良区 

矢野下土地改良区 

小原土地改良区 

霞ヶ浦用水建設推進協議会友部支部 

笠間・西茨城森林組合 

友部町観光協会 

友部町商工会 

友部町活性化推進協議会 

友部町穀物改良協会 

いばらきの園芸品質向上対策運動友部町推進協議会 

友部町家畜衛生指導協会 

友部町水田農業推進協議会 

友部町水田農業推進センター 

茨城中央農業協同組合（１０部会含む） 

岩間土地改良区 

笠間・西茨城森林組合 

岩間町農業後継者クラブ 

岩間町農政活動推進本部 

結婚相談所 

岩間町果樹組合 

岩間町水田農業推進協議会 

農業用排プラ処理推進協議会 

農業者クラブ 

いわま農産物育成会 

農業婦人講座 

岩間町畜産振興協議会 

岩間町くらしの会 

岩間町花き組合 

岩間町観光協会 

岩間町商工会 

産業活性化検討委員会 

茨城中央農業協同組合（６部会含む） 

天狗の郷・バザール de いわま運営委員会 



参  考（ 現 況 等 ） 

分類 笠 間 市 友 部 町 岩 間 町 

笠間市穀物改良協会 

茨城中央地域農業振興協議会 

県央南農業共済組合 

常陸秋そば研究会 

フローラ笠間 

笠間観光いちご組合 

南指原観光いちご組合 

笠間観光果樹生産組合 

笠間特産物生産組合 

笠間自然薯研究会 

楽農工房 

笠間園芸組合（丸笠） 

福原シイタケ出荷組合 

西大渕なし組合 

上福田ブドウ組合 

寺崎営農組合 

箱田営農組合 

南指原ほたるを守る会 

本戸地区機械利用共同組合 

笠間市水田農業推進協議会 

笠間市水田農業推進センター 

笠間市家畜衛生指導協会 

茨城北酪農業協同組合 

笠間牛肉出荷組合 

友部町認定農業者会 

ふるさと友部まつり実行委員会 

笠間林業振興連絡協議会 

 



参  考（ 現 況 等 ） 

分類 笠 間 市 友 部 町 岩 間 町 

笠間酪農組合 

肥前塚堆肥生産組合 

笠間市林業振興地域育成対策事業推進協議会 

笠間地区林業振興協議会 

筑波稜線林道管理連絡協議会 

農政活動推進本部 

笠間のまつり実行委員会 

茨城県消防協会笠間支部 

茨城県石材業協同組合連合会 

笠間焼協同組合 

稲田石材商工業共同組合 

笠間地区建設高等職業訓練校協会 

笠間たばこ耕作者地区組合 

森林愛護隊 

笠間林業振興連絡協議会 

笠間西茨城丸棒加工協同組合 

都 市 建

設・ 

上 下 水

道 

 北川根地区農業集落排水処理施設維持管理組合 

枝川折地区農業集落排水事業推進協議会 

市原地区農業集落排水処理施設維持管理組合 

岩間南部地区農業集落排水事業推進協議会 

安居地区農業集落排水維持管理組合 

教 育 

 

 

 

笠間市体育協会 

笠間市スポーツ少年団 

笠間市学力向上対策協議会 

笠間市青少年相談員会 

友部町体育協会 

友部町スポーツ少年団 

友部町教育研究会 

友部町ＰＴＡ連絡協議会 

岩間町体育協会 

岩間町スポーツ少年団 

岩間町教育研究会 

岩間町青年会 



参  考（ 現 況 等 ） 

分類 笠 間 市 友 部 町 岩 間 町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠間市ＰＴＡ連絡協議会 

笠間市文化連盟 

笠間生活学校 

笠間市子ども会育成連合会 

青少年育成笠間市民会議 

笠間市地域女性団体連絡会 

笠間市文化祭・市民展覧会実行委員会 

笠間市地区公民館連絡協議会 

笠間市校長会 

笠間市文化財愛護協会 

笠間史談会 

笠間市学校警察連絡協議会 

笠間市高校生会 

成人式実行委員会 

友部町文化協会 

友部町子ども会育成連合会 

友部健康マラソン大会実行委員会 

友部町青少年相談員会 

友部町社会教育委員会 

友部町文化財保護審議会 

友部町立歴史民族資料館運営委員会 

友部町学校警察連絡協議会 

友部町障害児就学指導委員会 

友部町学校評議委員 

全国高等学校アームレスリング選手権大会実行委員会 

友部町体育指導委員連絡会 

友部町立学校施設開放運営協議会 

友部町スポーツ振興審議会 

友部町民文化祭実行委員会 

公民館運営審議会 

成人式実行委員会 

岩間町ＰＴＡ連絡協議会 

岩間町文化協会 

岩間町子ども会育成連合会 

青少年育成岩間町民の会 

岩間町高校生会 

岩間町地区公民館連絡協議会 

成人式運営委員会 

ミニ・コンサート実行委員会 

石岡ブロック高等学校 PTA 生徒指導委員連

絡協議会 

岩間 B&G 育成士会 

岩間町学校警察連絡協議会 

岩間町手をつなぐ親の会 

生徒指導委員連絡協議会 

岩間町女性会 

中高生父母の会 

議会    岩間町議会議員ＯＢ会

 

 

 

 

 



参 考（ 現 況 等 ） 

２ 関係法令（抜粋） 

（１）市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号） 

（国，都道府県等の協力等） 

第１６条第８項 

合併関係市町村の区域内の公共的団体等は，市町村の合併に際しては，合併関係市町村の一体性の速やかな確立に資するため，その統合整備を

図るように努めなければならない。 

 

（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公共的団体等の監督） 

第１５７条第１項 

普通地方公共団体の長は，当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等（※①）の活動（※②）の総合調整を図るため，これを指揮監督する

（※③）ことができる。 

 

  ※①公共的団体等 

   「公共的団体等」とは，農業協同組合，森林組合，漁業協同組合，生活協同組合，商工会議所等の産業経済団体，養老院，育児院，赤十字社等

の厚生社会事業団体，青年団，婦人会，教育会，体育会等の文化事業団体等，いやしくも公共的な活動を営むものはすべてこれに含まれ，法人た

ると否とを問わない。（行政実例 昭和２４年１月１３日） 

※②公共的団体等の活動 

「公共的団体等の活動」とは，その団体本来の公共的活動をいう（逐条地方自治法）のであって，公共的団体の内部組織（たとえば，役員の選

任行為）には及び得ないと解すべきである。（行政実例 昭和２９年７月２６日） 

※③総合調整を図るため，これを指揮監督する 

公共的団体相互間の総合調整を図るためばかりでなく，これら公共的団体の産業，経済，文化，社会の各般にわたる事業活動をして当該普通公

共団体の行政との間に適切な調和と協力を保たしめるためにも公共的団体を指揮監督することができるものと解される。（行政実例 昭和２４年

１月１３日） 

 



参 考（ 現 況 等 ） 

３ 先進地事例 

合併（予定）年月日    新市町村名 合併関係市町村 協議の内容

平成１７年２月１日 
城 里 町 

(23,007 人) 

常 北 町 

桂   村 

七 会 村 

公共的団体等については，新町の速やかな一体性を確立するため，各団体の実情

を尊重し，統合整備に努めるものとする。ただし，それぞれの町村独自の目的をも

った団体については，原則として現行のとおりとする。  

平成１７年３月２８日 
筑 西 市 

(116,120 人) 

下 館 市 

関 城 町 

明 野 町 

協 和 町 

公共的団体等については，新市の速やかな一体性を確保するため，各団体の実情

を尊重しながら，次のとおり統合又は再編の調整に努める。 

１ 共通の目的を持った団体は，合併時に統合できるよう調整に努める。なお，

統合に時間を要する団体は，将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に

努める。 

２ 国・県等の指導等に基づき設置された団体については，関係機関の助言・指

導等をもとに，そのあり方について協議していくものとする。 

３ 独自の目的を持った団体は，原則として現行のとおりとする。 

平成１７年３月２８日 
かすみがうら市

(45,229 人) 

霞ヶ浦町 

千代田町 

公共的団体等については，新市の速やかな一体性を確保するため，各団体の実情

を尊重しながら，次のとおり調整に努める。 

１ 共通の目的を持った団体は，合併時に統合できるよう調整に努める。なお，

統合に時間を要する団体は，将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に

努める。 

２ 国・県等の指導等に基づき設置された団体については，関係機関の助言・指

導等をもとに，そのあり方について協議していくものとする。 

３ 独自の目的を持った団体は，原則として現行のとおりとする。 

平成１７年１０月１日 
桜 川 市 

(50,334 人) 

岩 瀬 町 

真 壁 町 

大 和 村 

１ 公共的団体等については，新市の速やかな一体性を確保するため，各団体の実

情を尊重しながら，次のとおり統合又は再編の調整に努める。 

（１）共通の目的を持った団体は，合併時に統合できるよう調整に努める。なお，

統合に時間を要する団体は，将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努

める。 

（２）国，県等の指導等に基づき設置された団体については，関係機関の助言・指

導等をもとに，そのあり方について協議していくものとする。 

（３）独自の目的を持った団体は，原則として現行のとおりとする。 

２ 岩瀬町土地開発公社については，新市に引き継ぐものとする。 



 


